
28年1月～

今後の技能職交流室（拡大します）

横浜市技能職団体連絡協議会事務室

ソファー

技能職
交流室１ • 技能職交流室を拡大します。

• 技能職振興のための交流を目的とする
技能職者及び技能職団体は無償で利用
できます。（要予約）

【利用方法】 （利用希望月の１ヶ月前から予約開始 Ｈ28.1.4～受付開始）

①横浜市技能文化会館受付へ空室状況を確認
②空室の場合、「技能職交流室利用申込書」を提出

③当日１階受付にて鍵の貸出返却（入室は予約時間の５分前から）

【先行予約】 （利用希望月の６ヶ月前から予約開始 H27.12.10～登録開始）

定期的に利用が見込まれる技能職団体は団体登録をすることで、
先行予約及び「技能職交流室利用申込書」の提出を省略すること
ができます。

現在の
技能職交流室

※詳細は「技能職交流室の利用方法」をご確認ください

技能職
交流室２


